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「避難区域等の住民の皆様の 
        こころとからだの健康を見守ります」 

 東日本大震災と、東京電力福島第一原子力発電所事故
で困難な状況に置かれている県民の皆様の「こころ」や
「からだ」の健康上の問題を正しく把握し、適切な保
健・医療・福祉のサービスを提供すると共に、将来の子
供たちの世代に向けて、自然災害時や緊急時における 
「こころのケア」のより良いあり方を受け継ぐことを目
的として「こころの健康度・生活習慣に関する調査」を
実施しています。 

こころの 
健康度 こころの健康度・生活習慣に関する調査 目的 

県民健康調査の「こころの健康度・生活習慣に関する調査」とは？ 
（福島県立医大放射線医学県民健康管理センターウェブサイト）より作成 


